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OECD/G20による税源浸食・利益移転イニシアティブ（以下「BEPS」）のミニマム・スタン
ダードに基づき、内国歳入局（以下「IRD」）は、以下のカテゴリーのタックスルーリングを
関連する海外税務当局へ自発的に提出する必要があります。

香港政府が特定のタックスルーリングに関する海外税務当局との
自発的情報交換を実施

I. 優遇税制に関するルーリング

II. ユニラテラル移転価格事前確認制度（以下「APAs」）、及び移転価格に関
するその他のクロスボーダーかつユニラテラルなルーリング

III. 恒久的施設（以下「PE」）に関するルーリング

IV. 関連者間の導管取引に関するルーリング

納税者は、香港でタックスルーリングを求める場合、自発的情報交換制度が、当該ルー
リングの対象となる取引に関与する海外関連当事者の税務申告にどのような影響を与
えるか、検討する必要があるかもしれません。

オフショア申請に関するタックスルーリングは自発的情報交換制度の対象ではないもの
の、納税者は、香港でオフショアとして請求された取引に関する外国税が支払われてい
るかどうかについて、IRDの関心が高まっていることに留意すべきです。

タックスルーリングを求める根本的な目的やオフショア申請の根拠によって、上述の事項
を含む問題は複雑になる可能性があるため、必要に応じて、税務専門家のアドバイスを
求める必要があります。
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背景

経済協力開発機構（以下「OECD」）は2015年10月、多
国籍企業によるBEPSへの対策のための15の行動計画
パッケージに関する最終報告書を公表しました。

2016年、OECDは、BEPS包摂的枠組みを確立し、BEPS
関連の基準の策定、及びBEPSパッケージの実施状況の
レビュー・監視を目的として、国際課税ルールの多国間
交渉に関する各国の対等的立場を集めました。

香港は、BEPS包摂的枠組みの加盟地域として、BEPS
パッケージのミニマム・スタンダードの実施に取り組んで
います。

行動計画5－「透明性と実質を考慮したより効果的な有
害税制への対抗」に関する最終報告書（以下、「行動計
画5報告書」）は、BEPSの4つのミニマム・スタンダードの
一つです。

行動計画5報告書は、（i）優遇税制が有害であるかどうか
を判断する際に適用される「実質的活動」要件の定義、
及び（ii）透明性の向上という2つの主要な分野を対象とし
ています。

優遇税制の実質的活動要件

多くの優遇税制は、純粋に税金主導かつ実質的活動を
伴わない場合でも、納税者が優遇税制を受けられるよう
な設計となっています。行動計画5では、「実質的活動の
要件」の重要性を強調することによって、上述の懸念に対
応し、優遇税制を提供する国・地域が納税者に実質的活
動の遂行を求めない場合には、当該優遇税制は潜在的
に有害と考えられることを強調しています。

優遇税制が有害であることが判明した場合、他の国・地
域は、有害税制の影響への対抗措置を講じることが可能
です（例えば、有害税制に関与した国・地域の居住者に
対して、損金算入の否認、免除措置の撤回、税額控除の
否認が行われます）。

透明性の向上

行動計画5報告書では、タックスルーリングに関する自発
的情報交換義務のため、透明性のある枠組みが合意さ
れています。

当該透明性のある枠組みは、居住する納税者の外国関
連当事者（PE含む）に与えられたルーリングに関する適
時情報を税務当局に提供することを定めています。税務
当局は、こうして得られた情報を通じて、居住者の税務に
関するBEPSリスク評価に利用することが可能です。

透明性のある枠組みに基づき、以下のカテゴリーのタック
スルーリングについて、自発的情報交換を行う必要があ
ります。

a) 優遇税制に関するルーリング

b) ユニラテラル移転価格事前確認制度APAs、及び
移転価格に関するその他のクロスボーダーかつユ
ニラテラルなルーリング

c) 納税者の財務・商業口座に直接反映されていない
課税所得のユニラテラルな減額調整を要請するク
ロスボーダールーリング

d) PEに関するルーリング

e) 関連者間の導管取引に関するルーリング

f) その他情報交換の欠如がBEPSの懸念を生じさせ
るとOECDの有害税制フォーラム（以下「FHTP」）
が認定する可能性があるルーリング

改訂DIPN 31の公表

IRDは最近、改訂実務解釈方針（以下「改訂DIPN 31」）
を公表し、現在、適用対象とみなされ、自発的情報交換
制度に基づいてIRDが関連する海外税務当局へ提出す
べきルーリングを説明しています。

現状、IRDのタックスルーリングのうち、4カテゴリーのみ
交換可能 - オフショア申請に関するルーリングは対象外

行動計画5報告書では、ルーリングは、「税務当局が、
特定の納税者または納税者グループへ提供する、税務
状況及び依拠することができる助言、情報または保証」
と定義しています。

したがって、事前ルーリング制度やAPAプログラムの下、
IRDが法的に付与したルーリングは、透明性のある枠組
みの対象となる上述のカテゴリーのいずれかに該当する
場合、自発的に交換する必要があります。

上述のカテゴリー（a）との関連で、香港は現在、（1）コー
ポレート・トレジャリー・センター、（2）専門再保険業者、
（3）キャプティブ保険会社を対象とする事業所得税の軽
減、（4）船舶オペレーターの事業所得税の免除、（5）航
空機リース事業者及び航空機リースマネジメント事業者
に対する事業所得税の軽減といった優遇税制を実施し
ています。

改訂DIPN 31によると、IRDは上述のカテゴリー（c）の
ルーリングを対象としておらず、また、上述のカテゴリー
（f）のルーリングもまだFHTPによって規定されていませ
ん。

このように、IRDのタックスルーリングは、現在、上述の
（a）、（b）、（d）、（e）のみとなっています。

香港のオフショア申請に関するIRDのルーリングは対象
外

改訂DIPN 31にて、香港のオフショア申請に関するタック
スルーリングは、自発的情報交換制度の対象外である
と規定している点に留意が必要です。

行動計画5報告書で述べられている原則に基づき、香港
のような領域内所得課税主義税制は、一般的に優遇税
制とみなされません。これは、納税者の事業の種類にか
かわらず、すべての納税者に適用されるという、当該税
制の一般的な特徴が課税の根拠となっているためです
（すなわち、特定のタイプの納税者のみに優遇税制が適
用されるわけではありません）。このように、香港でのオ
フショア申請に関するタックスルーリングは、上述のカテ
ゴリー（a）に該当しません。
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オフショア申請に関するタックスルーリングは上述のカテ
ゴリー（c）にも該当しません。行動計画5報告書は、カテ
ゴリー（c）のルーリングが、通常、特定の国・地域の税制
の下でみなし損金算入規定を参照していることを示して
います。例えば、海外関連当事者との取引から得られる
みなし利息控除やみなし超過利益は、課税対象外とする
ことが可能です。

具体的には、DIPN 31にて、IRDは上述のカテゴリー（c）
のタックスルーリングは対象外と述べており、香港のオフ
ショア申請に関するルーリングも当該カテゴリーに該当し
ないことが確認されています。

本質的には、オフショア申請に関するタックスルーリング
も、上述のカテゴリー（b）、（d）、または（e）に該当しませ
ん。また、カテゴリー（f）に該当するルーリングはまだ
FHTPによって規定されていません。

したがって、現状、IRDは、オフショア申請に関するルーリ
ングを関連する海外税務当局へ自発的に提供する必要
はありません。

IRDが対象のタックスルーリングをどの国・地域へ提供す
るか？

一般的に、IRDは、自発的に以下の居住地国の税務当局
へ対象のタックスルーリングに関する情報を提供します。

I. 納税者とルーリングの対象取引を行うすべての関連
当事者。PEルーリングは、場合に応じて、本社の居
住地国、または当該PEの所在地国と交換する必要
がある

II. 納税者の最終親会社

III.納税者の直属親会社

関連当事者の判定基準は25%に設定されています。つま
り、第1当事者が第2当事者に対して25%以上の投資を
行っている場合、または両者に対して25%以上の投資を
行っている第3当事者が存在する場合、両当事者は関連
当事者とみなされることになります。

対象のタックスルーリングの交換を行うための法的枠組
み

透明性のある枠組みに基づき、（i）香港の包括的二重課
税防止協定（以下「CDTA」）のネットワーク、または（ii）多
国間税務行政執行共助条約（以下「共助条約」）1のいず
れかの枠組みの中で、対象のルーリングの交換を行うこ
とが可能です。

IRDは、香港のCDTAネットワークの枠組みを通じて自発
的情報交換を行うことを示しています。関連する国・地域
が香港との間でCDTAを締結せず、共助条約にのみ加盟
している場合、IRDは当該共助条約を通じて自発的情報
交換を行います。

香港の納税者が提供する必要がある情報

対象のタックスルーリング

上述の4つのカテゴリーのルーリングを申請する納税者
は、ルーリングの対象取引を行うすべての関連当事者、
最終親会社、直属親会社に関する以下の情報を提供す
る必要があります。

納税者識別番号（以下「TIN」）またはその他の税務参照
番号

I. TINの発行国・地域

II. 居住国・地域

III.正式名称

IV.税務上の居住国・地域の住所

オフショア申請に関するタックスルーリング

オフショア申請に関するタックスルーリングは自発的情
報交換の対象外ですが、改正DIPN 31では、そのような
ルーリングの申請者は、（対象事業・取引の形態に関す
る詳細な説明と全資料に加えて）以下の情報を提供する
必要があることを示しています。

I. そのようなオフショア事業・取引から利益を生み出
す国・地域を特定し、当該国・地域で行われている
経済活動の詳細を提供する

II. そのようなオフショア業務・取引から生み出される
利益が、当該利益を生み出す国・地域で課税され
ているか、または課税対象となるかを確認する

論評

以上のことから、納税者は、香港でタックスルーリングを
求める場合、自発的情報交換制度が、当該ルーリング
の対象となる取引に関与する海外関連当事者の税務申
告にどのような影響を与えるか、検討する必要がありま
す。

オフショア申請に関するタックスルーリングは自発的情
報交換制度の対象ではないものの、納税者は、香港で
オフショアとして請求された取引に関する外国税が支払
われているかどうかについて、IRDの関心が高まってい
ることに留意すべきです。このように、利益の二重非課
税に対するIRDの態度について慎重に検討する必要が
あり、関連する香港のオフショア申請の影響の可能性に
ついても評価が必要です。

タックスルーリングを求める根本的な目的やオフショア申
請の根拠によって、上述の事項を含む問題は複雑にな
る可能性があるため、必要に応じて、税務専門家のアド
バイスを求める必要があります。

1 共助条約は、情報交換などの租税の査定及び徴収に関する様々な行政協力につ
いて、加盟国・地域が相互合意するための多国間プラットフォームを提供しています。
最新の情報によれば、2020年2月19日時点で136の国・地域が共助条約に加入し
ています。共助条約の加盟国・地域の一覧は、次のリンクから入手可能です。
https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-
information/Status_of_convention.pdf

https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf
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